
外部公益通報の処理手順
・労働者

・労働者等の勤務先である事業者が請負契約している他の事業者の労働者等 が

事業者（労務提供先）の法令違反を大崎市へ通報した場合
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③受付票送付

受付票

公益通報処理

担当者④市が処分権限を有しない時はその

旨，及び権限を有する機関を教示

事業者

⑨調査する（しない）旨を通知

⑫調査の進ちょく状況を通知

⑰調査結果，措置内容を通知

⑩主管課を報告

⑯調査結果，措置内容を通知
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⑲公益通報件数・内容等の毎年公表

市民等
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法
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⑭通報対象の

事実確認

相談窓口通報窓口

⑬市以外の機関が処分・勧告権限を有することが

判明した場合，その旨教示

⑥受理した（しない）旨を通知

⑪
調
査
の
実
施

⑧調査の実施の判断

●不正な目的等でない。

●法に規定する通報内容である。

●通報事実が生じ又は生じようとしている

相当の理由があり，かつ，処分や勧告の権

限がある。

担当課等の長

①公益通報（電子ﾒｰﾙ，書面，面接）
②受付票の作成

④公益通報者の秘密保持を説明

⑦判断の結果を通知
⑤受理の適否を判断

複数課に

関係する

場合

⑱処理報告


